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学校施設開放の見直しについて（方針） 

 

１ 見直しの経緯 

学校施設の開放については，その目的や対象に応じて事業が区分され，教育委員会，

市民局，こども未来局のそれぞれで事業を所管し実施していた。 

  また，その申し込み方法や窓口，運営側の体制，対象校や時間帯，申請様式等が事業毎

に分かれ，利用者からみてわかりにくく，煩雑な利用手続きとなっている。 

さらに，平成 22年度の行政監査において，様々な指摘事項及び検討が望まれる事項が

あったことから，事業を所管している関係局において，事業の見直しを行ってきたもの

である。 

なお，市民局で実施していた「学校校庭夜間開放事業」及び「学校体育館開放事業」

を平成 25年度から教育委員会へ移管し，効率化を図っている。 

 

２ 見直し対象事業 

⑴ 学校校舎校庭使用許可［全校］ 

⑵ 学校校庭夜間開放事業［小 15校・中 49校］（H25市民局から移管）    

⑶ 学校体育館開放事業［小学校 130校］（H25市民局から移管） 

 

３ 見直し内容 

⑴ 開放事業の一元化 

「学校校舎校庭使用許可」，「学校校庭夜間開放事業」及び「学校体育館開放事業」を

『学校施設開放事業』として一元化し，教育委員会が所管する。 

 

⑵ 運営体制の統一化 

事業一元化に伴い，校庭夜間開放事業と体育館開放事業のために設置していた各運

営委員会は廃止し，新たに学校単位に，「学校施設開放連絡会」と「利用調整会議」を

設置する。 

 

ア 学校施設開放連絡会の役割 

「委員構成」 

学校，自治協議会，公民館，スポーツ推進委員，校区体育関係者， 

昼間校庭開放指導員（小学校のみ），その他学校が必要と認める者 
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 「開催頻度」 

年３回程度（各学期ごと） 

・学校行事，自治協議会及び公民館等の地域行事及び公民館サークルの使用枠等を 

調整し，一般の登録団体に開放する開放日の決定を行う。 

（※ 公民館サークルの使用日については，学校施設開放連絡会で決定した使

用枠の範囲内で，各公民館が調整を行う。） 

  イ 利用調整会議の役割 

「委員構成」 

学校，登録団体代表者 

    「開催頻度」 

原則として，毎月（使用月の３か月前） 

    ・抽選などによる調整により，登録団体の使用日を決定する。 

    ・学校，学校施設開放連絡会，教育環境課からの開放施設の適切な使用，マナー

の向上などの連絡事項について周知徹底を行う。 

 

⑶ 開放施設と使用時間 

    開放施設 ・・・ 校庭，体育館，武道場 

※ 教室は，通常の利用調整には含めず，個別調整とする。 

使用時間 ・・・ ８時から 22時まで 

  ※ 学校教育（部活動を含む）に支障のない範囲 

※ 地域の了解が得られた場合に限り，６時から８時までの早朝使用を認める。 

※ 校庭の夜間照明施設の利用は，18時から 21時までの間に限る。 

 

⑷ 団体の審査，団体登録及び団体への指導 

使用を希望する団体は，教育委員会で学校施設を使用できる団体か審査を行い，事

前に団体登録を行う。併せて，団体登録時に減免適用の判断を行い，使用料の有料か

無料かを明確にする。 

また，開放施設の適切な使用，マナーについて，登録団体への指導を行い，徹底を

図る。マナー違反のあった団体に対しては，団体登録取消しを行うなど，必要な措置

を行う。 
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⑸ 施設使用料の徴収方法 

前納による納付とし，教育環境課から登録団体へ直接請求する。納付確認後，使用

許可を行う。 

雨天等の場合の還付事務は，教育環境課で行う。 

 

⑹ 校庭夜間開放指導員の廃止 

   照明の点灯・消灯，用具等の管理は，体育館と同様に登録団体の自主管理とし，校庭

夜間開放指導員は廃止する。 

   指導員が管理していた夜間照明施設の鍵は，学校に暗証番号を設定したキーボックス

を設置し，管理を行う。 

   使用時間の徹底及び照明の消し忘れ防止のため，照明施設に自動消灯装置を設置する。 

 

４ 新制度への移行スケジュール 

 27年度 28年度 

４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 ４月～ 

事業・運営体制 

統一   

新体制立上げ 

  

指 導 員 廃 止 

 

  

３月末廃止 

自主管理 

団 体 登 録 

 

  

 使用開始 

 

受付・審査・決定 

消灯装置設置 

新体制(４月使用分～） 

周知 

消灯装置試験運用 

利用調整(４月使用分～) 
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